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承認第２号 

 

専決処分の承認を求めることについて 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定によ

り、別紙のとおり専決処分をしたので、同条第３項の規定によりこれを

報告し、承認を求める。 

 

  令和８年５月１１日提出 

 

対馬市長 比田勝 尚喜   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

処分事項 

 令和７年度対馬市一般会計補正予算（第１１号） 
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 令和７年度対馬市診療所特別会計補正予算（第４号） 
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専決処分の承認を求めることについて 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定によ

り、別紙のとおり専決処分をしたので、同条第３項の規定によりこれを

報告し、承認を求める。 

 

  令和８年５月１１日提出 

 

対馬市長 比田勝 尚喜   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

処分事項 

 令和７年度対馬市後期高齢者医療特別会計補正予算（第５号） 
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承認第６号 

 

専決処分の承認を求めることについて 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定によ

り、別紙のとおり専決処分をしたので、同条第３項の規定によりこれを

報告し、承認を求める。 

 

  令和８年５月１１日提出 

 

対馬市長 比田勝 尚喜   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

処分事項 

 令和７年度対馬市介護保険特別会計補正予算（第５号） 
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承認第７号 

 

専決処分の承認を求めることについて 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定によ

り、別紙のとおり専決処分をしたので、同条第３項の規定によりこれを

報告し、承認を求める。 

 

  令和８年５月１１日提出 

 

対馬市長 比田勝 尚喜   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

処分事項 

 令和７年度対馬市旅客定期航路事業特別会計補正予算（第４号） 
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承認第８号 

 

   専決処分の承認を求めることについて 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定によ 

り、別紙のとおり専決処分をしたので、同条第３項の規定によりこれを 

報告し、承認を求める。 

 

  令和８年５月１１日提出 

 

                   対馬市長 比田勝 尚喜 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

処分事項 

 対馬市税条例の一部を改正する条例 
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専決第１２号 

 

専 決 処 分 書 

 

 対馬市税条例の一部を改正する条例の制定について、緊急を要するも

のと認め、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の

規定により次のとおり専決処分とする。 

 

  令和８年３月３１日 

 

 

対馬市長 比田勝 尚喜   

 

対馬市税条例の一部を改正する条例 

 

対馬市税条例（平成１６年対馬市条例第７０号）の一部を次のように

改正する。 

第１８条の３中「種別割」を「軽自動車税」に改める。 

第１９条第１項中「、第８１条の６第１項」を削り、同項第２号及び

第３号中「第８１条の６第１項の申告書、」を削る。 

第３３条第３項中「以下この項及び次項並びに」を「次項及び」に改

め、「。）」の次に「（同号ロに掲げるものを除く。以下この項におい

て同じ。）」を加える。 

第３４条の７第２項中「附則第５条の６第２項」を「附則第５条の６

第３項又は第４項」に改める。 

第３６条の２第１項ただし書中「及び第３６条の３の３第１項」を「並

びに第３６条の３の３第１項及び第２項第４号」に改める。 
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第３６条の３の２第１項第２号中「除き、」を「除く。次条第１項第

２号において同じ。）（」に改め、「。次条第１項において同じ」を削

り、同条第５項中「次条第４項」を「次条第５項」に改める。 

第３６条の３の３第１項を次のように改める。 

次に掲げる者（以下この条において「公的年金等受給者」という。）

は、公的年金等支払者（所得税法第２０３条の６第１項に規定する申

告書の提出の際に経由すべき同項に規定する公的年金等（以下この項

において「公的年金等」という。）の支払者をいう。以下この条にお

いて同じ。）から毎年最初に公的年金等の支払を受ける日の前日まで

に、施行規則で定めるところにより、次項各号に掲げる事項を記載し

た申告書を、当該公的年金等支払者を経由して、市長に提出しなけれ

ばならない。 

(１) 所得税法第２０３条の６第１項の規定により同項に規定する申

告書を提出しなければならない者 

(２) 法の施行地において公的年金等（所得税法第２０３条の７の規

定の適用を受けるものを除く。）の支払を受ける第２３条第１項第

１号に掲げる者であって、特定配偶者（所得割の納税義務者（合計

所得金額が９００万円以下であるものに限る。）の自己と生計を一

にする配偶者（合計所得金額が９５万円以下であるものに限る。）

をいう。次号及び次項第３号において同じ。）（退職手当等（第５

３条の２に規定する退職手当等に限る。以下この号において同じ。）

に係る所得を有する者に限る。）又は扶養親族（年齢１６歳未満の

者又は控除対象扶養親族であって退職手当等に係る所得を有する者

に限る。）若しくは特定親族（退職手当等に係る所得を有する者で

あって、合計所得金額が８５万円以下であるものに限る。）を有す
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る者 

(３) 法の施行地において公的年金等（所得税法第２０３条の７の規

定の適用を受けるものに限る。）の支払を受ける第２３条第１項第

１号に掲げる者（当該年中に支払を受けるべき当該公的年金等の額

がその年最初に当該公的年金等の支払を受けるべき日の前日の現況

において令第４８条の９の７の３に定める金額に満たない者を除

く。）であって、障害者、寡婦若しくはひとり親に該当する者又は

特定配偶者若しくは扶養親族（年齢１６歳未満の者又は控除対象扶

養親族に限る。）若しくは特定親族（合計所得金額が８５万円以下

であるものに限る。）を有する者 

第３６条の３の３第５項中「第３項」を「第４項」に改め、同項を同

条第６項とし、同条第４項中「第４８条の９の７の３」を「第４８条の

９の８」に改め、同項を同条第５項とし、同条第３項を同条第４項とし、

同条第２項中「前項」を「第１項」に、「法第３１７条の３の３第１項

の規定による申告書に」を「同条第１項の規定による申告書に」に、「法

第３１７条の３の３第１項の規定による申告書を提出する」を「同条第

１項の規定による申告書を提出する」に改め、同項を同条第３項とし、

同条第１項の次に次の１項を加える。 

２ 前項の規定による申告書の記載事項は、次に掲げる事項とする。 

(１) 公的年金等支払者の名称 

(２) 公的年金等受給者が、法第３１４条の２第１項第６号に規定す

る特別障害者又はその他の障害者に該当する場合にはその旨及びそ

の該当する事実並びに寡婦又はひとり親に該当する場合にはその旨 

(３) 特定配偶者の氏名 

(４) 扶養親族又は特定親族の氏名 
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(５) その他施行規則で定める事項 

第６３条中「が土地」の次に「又は家屋」を加え、「、家屋にあって

は２０万円」を削り、「１５０万円」を「１８０万円」に改める。 

第８０条第１項を次のように改める。 

軽自動車税は、軽自動車等に対し、その所有者に課する。 

第８０条第２項を削り、同条第３項中「種別割」を「軽自動車税」に、

「、第１項」を「、前項」に、「その使用者に」を「当該軽自動車等の

使用者に軽自動車税を」に改め、同項ただし書中「これを課さない」を

「この限りでない」に改め、同項を同条第２項とする。 

第８１条第１項を次のように改める。 

軽自動車等の売買契約において売主が当該軽自動車等の所有権を留

保している場合には、買主を軽自動車等の所有者とみなして、軽自動

車税を課する。 

第８１条第２項中「３輪以上の軽自動車の取得者又は」を削り、同条

第３項及び第４項を削る。 

第８１条の３から第８１条の８までを削る。 

第８２条の見出し、同条、第８３条の見出し、同条及び第８５条（見

出しを含む。）中「種別割」を「軽自動車税」に改める。 

第８７条の見出し中「種別割」を「軽自動車税」に改め、同条第１項

中「種別割」を「軽自動車税」に、「施行規則第３３号の４の２様式」

を「施行規則第３３号の４様式」に改め、同条第２項及び第３項中「施

行規則第３３号の４の２様式」を「施行規則第３３号の４様式」に改め

る。 

第８８条の見出し、第８９条の見出し、同条第１項及び第２項、第９

０条の見出し並びに同条第１項、第２項、第４項及び第５項中「種別割」
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を「軽自動車税」に改める。 

第９１条第２項前段中「第８０条第３項ただし書」を「第８０条第２

項ただし書」に、「種別割」を「軽自動車税」に改め、同条第７項中「種

別割」を「軽自動車税」に改める。 

附則第６条中「から令和９年度まで」を「以後」に改める。 

附則第７条の３の前の見出し及び同条を削り、附則第７条の３の２に

見出しとして「（個人の市民税の住宅借入金等特別税額控除）」を付し、

同条第１項中「令和２０年度」を「令和２５年度」に、「居住年が平成

１１年から平成１８年まで又は」を「同法第４１条第１項に規定する居

住年が」に、「令和７年」を「令和１２年」に、「において、前条第１

項の規定の適用を受けないときは」を「には」に、「附則第５条の４の

２第５項」を「附則第５条の４第５項」に改め、同条第２項中「附則第

７条の３の２第１項」を「附則第７条の３第１項」に改め、同条を附則

第７条の３とする。 

附則第７条の４中「又は附則第２０条第１項」を「、附則第１９条の

３第１項又は附則第２０条第１項」に、「附則第５条の６第２項」を「附

則第５条の６第３項又は第４項」に改める。 

附則第８条第１項中「令和９年度」を「令和１２年度」に改め、同条

第２項中「、附則第７条の３の２第１項」を削る。 

附則第９条の２中「附則第７条の２第４項」の次に「（法附則第７条

の３第３項又は第４項の規定により読み替えて適用される場合を含

む。）」を加える。 

附則第１０条の２第３項中「附則第１５条第２１項」を「附則第１５

条第２０項」に改め、同条第４項中「附則第１５条第２２項第１号」を

「附則第１５条第２１項第１号」に改め、同条第５項中「附則第１５条
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第２２項第２号」を「附則第１５条第２１項第２号」に改め、同条第６

項中「附則第１５条第２２項第３号」を「附則第１５条第２１項第３号」

に改め、同条第７項中「附則第１５条第２３項第１号」を「附則第１５

条第２２項第１号」に改め、同条第８項中「附則第１５条第２３項第２

号」を「附則第１５条第２２項第２号」に改め、同条第９項中「附則第

１５条第２５項第１号イ」を「附則第１５条第２４項第１号イ」に改め、

同条第１０項中「附則第１５条第２５項第１号ロ」を「附則第１５条第

２４項第１号ロ」に改め、同条第１１項中「附則第１５条第２５項第１

号ハ」を「附則第１５条第２４項第１号ハ」に改め、同条第１２項中「附

則第１５条第２５項第１号ニ」を「附則第１５条第２４項第１号ニ」に

改め、同条第１３項中「附則第１５条第２５項第２号」を「附則第１５

条第２４項第２号」に改め、同条第１４項中「附則第１５条第２５項第

３号イ」を「附則第１５条第２４項第３号イ」に改め、同条第１５項中

「附則第１５条第２５項第３号ロ」を「附則第１５条第２４項第３号ロ」

に改め、同条第１６項中「附則第１５条第２５項第３号ハ」を「附則第

１５条第２４項第４号」に改め、同条第１７項から第１９項までを削り、

同条第２０項中「附則第１５条第２８項」を「附則第１５条第２７項」

に改め、同項を同条第１７項とし、同条第２１項中「附則第１５条第３

２項」を「附則第１５条第３１項」に改め、同項を同条第１８項とし、

同条第２２項中「附則第１５条第３６項」を「附則第１５条第３５項」

に改め、同項を同条第１９項とし、同条第２３項中「附則第１５条第３

７項」を「附則第１５条第３６項」に改め、同項を同条第２０項とし、

同条第２４項中「附則第１５条第４０項」を「附則第１５条第３９項」

に改め、同項を同条第２１項とし、同条第２５項中「附則第１５条第４

１項」を「附則第１５条第４０項」に改め、同項を同条第２２項とし、
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同条中第２６項を第２３項とし、第２７項を第２４項とし、同条に次の

１項を加える。 

２５ 法附則第１５条の１１第１項に規定する市町村の条例で定める割

合は３分の１とする。 

附則第１０条の３第７項中「附則第１２条第１６項」を「附則第１２

条第１７項」に改め、同条第８項中「附則第１２条第１９項」を「附則

第１２条第２０項」に改め、同条第９項第４号中「附則第１２条第２３

項」を「附則第１２条第２４項」に改め、同項第６号中「附則第１２条

第２４項」を「附則第１２条第２５項」に改め、同条第１０項第５号及

び第１２項第５号中「附則第１２条第３１項」を「附則第１２条第３２

項」に改め、同条第１５項中「附則第１２条第１９項」を「附則第１２

条第２０項」に改め、同条第１６項中「改修実演芸術公演施設」を「改

修特別特定建築物」に、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に

関する法律施行規則（平成１８年国土交通省令第１１０号）第１０条第

２項に規定する通知書の写し及び主として劇場、音楽堂等の活性化に関

する法律（平成２４年法律第４９号）第２条第２項に規定する実演芸術

の公演の用に供する施設である」を「施行規則附則第７条の２第１項に

規定する補助に係る補助金確定通知書の写し及び高齢者、障害者等の移

動等の円滑化の促進に関する法律（平成１８年法律第９１号）第１４条

第１項に規定する建築物移動等円滑化基準（同条第３項の条例で付加し

た事項を含む。）又は同法第１７条第３項第１号に規定する同法第２条

第２０号に規定する建築物特定施設の構造及び配置に関する基準に適合

する」に改め、同項第３号を次のように改める。 

(３) 家屋が高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律

施行令（平成１８年政令第３７９号）第５条各号に掲げる特別特定
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建築物（高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第

１４条第３項の条例で定める同法第２条第１８号に規定する特定建

築物を含む。）のいずれかに該当するかの別 

附則第１０条の４第１項第１号中「附則第１２条の４第１項第３号」

を「附則第１２条の３第１項第３号」に改め、同条第３項中「特定被災

共用土地納税義務者（以下この項」を「特定被災共用土地納税義務者（第

４号」に改め、同条の次に次の１条を加える。 

（令和６年能登半島地震に係る固定資産税の特例の適用を受けようと

する者がすべき申告等） 

第１０条の５ 法附則第１６条の３第１項（同条第２項において準用す

る場合を含む。）の規定の適用を受けようとする者は、当該年度の初

日の属する年の１月３１日（第５４条第６項の規定により同項に規定

する仮換地等に係る同条第１項の所有者とみなされた者が当該仮換地

等について法附則第１６条の３第６項（同条第７項において準用する

場合を含む。）の規定により読み替えて適用される同条第１項の規定

の適用を受けようとする場合にあっては、１月３１日）までに次に掲

げる事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。 

(１) 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号（個

人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名又は名

称）並びに当該納税義務者が令附則第１２条の４第１項第３号から

第５号まで又は第３項第３号から第５号までに掲げる者である場合

にあっては、同条第１項第１号若しくは第２号又は第３項第１号若

しくは第２号に掲げる者との関係 

(２) 法附則第１６条の３第１項に規定する被災住宅用地の上に令和

５年度に係る賦課期日において存した家屋の所有者及び家屋番号 
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(３) 当該年度に係る賦課期日において法附則第１６条の３第１項

（同条第２項において準用する場合及び同条第６項（同条第７項に

おいて準用する場合を含む。）の規定により読み替えて適用される

場合を含む。）の規定の適用を受けようとする土地を法第３４９条

の３の２第１項に規定する家屋の敷地の用に供する土地として使用

することができない理由 

(４) その他市長が固定資産税の賦課徴収に関し必要と認める事項 

２ 法附則第１６条の３第１項（同条第２項において準用する場合を含

む。）の規定の適用を受ける土地に係る令和８年度及び令和９年度分

の固定資産税については、第７４条の規定は適用しない。 

３ 法附則第１６条の３第４項に規定する特定被災共用土地（以下この

項において「特定被災共用土地」という）に係る固定資産税額の按分

の申出は、同条第４項に規定する特定被災共用土地納税義務者（第４

号において「特定被災共用土地納税義務者」という。）の代表者が毎

年１月３１日までに次に掲げる事項を記載した申出書を市長に提出し

て行わなければならない。 

(１) 代表者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号（個人

番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名又は名称） 

(２) 特定被災共用土地の所在、地番、地目及び地籍並びにその用途 

(３) 特定被災共用土地に係る法附則第１６条の３第３項に規定する

被災区分所有家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積並びに

その用途 

(４) 各特定被災共用土地納税義務者の住所及び氏名並びに当該各特

定被災共用土地納税義務者の当該特定被災共用土地に係る持分の割

合 
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(５) 法附則第１６条の３第３項の規定により按分する場合に用いら

れる割合に準じて定めた割合及び当該割合の算定方法 

４ 法附則第１６条の３第９項の規定により特定被災共用土地とみなさ

れた特定仮換地等（以下この項において「特定仮換地等」という。）

に係る固定資産税額の按分の申出については、前項中「特定被災共用

土地納税義務者」とあるのは「特定仮換地等納税義務者」と、「特定

被災共用土地の」とあるのは「特定仮換地等の」と、「特定被災共用

土地に」とあるのは「特定仮換地等に対応する従前の土地である特定

被災共用土地に」とする。 

附則第１５条の２から第１５条の６までを削る。 

附則第１６条の見出し中「の種別割」を削り、同条第１項中「法第４

４４条第３項に規定する」を「道路運送車両法第６０条第１項後段の規

定による」に、「から第４項まで」を「及び第３項」に改め、「の種別

割」を削り、同条第２項中「令和４年４月１日から令和８年３月３１日

まで」を「令和７年４月１日から令和１０年３月３１日まで」に改め、

「の種別割」を削り、同条第３項中「法第４４６条第１項第３号」を「同

項」に改め、「及び次項」を削り、「令和４年４月１日」を「令和７年

４月１日」に、「当該初回車両番号指定を受けた日の属する年度の翌年

度分」を「令和８年度分」に改め、「の種別割」を削り、同条第４項を

削る。 

附則第１６条の２の見出し中「の種別割」を削り、同条第１項中「の

種別割」を削り、「から第４項まで」を「又は第３項」に改め、同条第

２項及び第３項中「の種別割」を削る。 

附則第１６条の３第３項第２号、第１６条の４第３項第２号及び第１

７条第３項第２号中「、附則第７条の３第１項及び附則第７条の３の２
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第１項」を「及び附則第７条の３第１項」に改める。 

附則第１７条の２第１項中「令和８年度」を「令和１１年度」に改め、

同条第２項中「令和８年度」を「令和１１年度」に、「附則第３４条の

２第５項」を「附則第３４条の２第６項」に、「附則第３４条の２第１

０項」を「附則第３４条の２第１２項」に改め、同条に次の１項を加え

る。 

４ 第１項（第２項において準用する場合を含む。）の場合において、

所得割の納税義務者が、租税特別措置法第３１条の２第２項第１３号

から第１５号までに掲げる土地等の譲渡に該当するものをしたときに

おけるその譲渡した土地等がその譲渡をした時において地すべり等防

止法（昭和３３年法律第３０号）第３条第１項の地すべり防止区域、

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律（昭和４４年法律第５

７号）第３条第１項の急傾斜地崩壊危険区域、土砂災害警戒区域等に

おける土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成１２年法律第５７

号）第９条第１項の土砂災害特別警戒区域又は特定都市河川浸水被害

対策法（平成１５年法律第７７号）第５６条第１項の浸水被害防止区

域内にあるときは、当該土地等の譲渡は、第１項又は第２項に規定す

る優良住宅地等のための譲渡又は確定優良住宅地等予定地のための譲

渡に該当しないものとみなす。 

附則第１８条第５項第２号及び第１９条第２項第２号中「、附則第７

条の３第１項及び附則第７条の３の２第１項」を「及び附則第７条の３

第１項」に改める。 

附則第１９条の３の次に次の１条を加える。 

（特定暗号資産等に係る譲渡所得等に係る個人の市民税の課税の特

例） 
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第１９条の４ 当分の間、所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置

法第３８条の２第１項に規定する事業所得、譲渡所得又は雑所得を有

する場合には、当該事業所得、譲渡所得及び雑所得については、第３

３条第１項及び第２項並びに第３４条の３の規定にかかわらず、他の

所得と区分し、前年中の当該事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑

所得の金額として令附則第１８条の６の４で定めるところにより計算

した金額（以下この項において「特定暗号資産に係る譲渡所得等の金

額」という。）に対し、特定暗号資産に係る課税譲渡所得等の金額（特

定暗号資産に係る譲渡所得等の金額（次項第１号の規定により読み替

えて適用される第３４条の２の規定の適用がある場合には、その適用

後の金額）をいう。）の１００分の３に相当する金額に相当する市民

税の所得割を課する。 

２ 前項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。 

(１) 第３４条の２の規定の適用については、同条中「総所得金額」

とあるのは、「総所得金額、附則第１９条の３第１項に規定する特

定暗号資産に係る譲渡所得等の金額」とする。 

(２) 第３４条の６から第３４条の８まで、第３４条の９第１項、附

則第７条第１項及び附則第７条の３第１項の規定の適用については、

第３４条の６中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第

１９条の３第１項の規定による市民税の所得割の額」と、第３４条

の７第１項前段、第３４条の８、第３４条の９第１項、附則第７条

第１項及び附則第７条の３第１項中「所得割の額」とあるのは「所

得割の額並びに附則第１９条の３第１項の規定による市民税の所得

割の額」と、第３４条の７第１項後段中「所得割の額」とあるのは

「所得割の額及び附則第１９条の３第１項の規定による市民税の所
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得割の額の合計額」とする。 

(３) 第３５条の規定の適用については、同条中「又は山林所得金額」

とあるのは「若しくは山林所得金額又は附則第１９条の３第１項に

規定する特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額」と、「若しくは山

林所得金額」とあるのは「、山林所得金額若しくは附則第１９条の

３第１項に規定する特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額」とする。 

(４) 附則第５条の規定の適用については、同条第１項中「山林所得

金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第１９条の３第１項に

規定する特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額」と、同条第２項中

「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第１９条の３第

１項の規定による市民税の所得割の額」とする。 

附則第２０条第２項第２号中「、附則第７条の３第１項及び附則第７

条の３の２第１項」を「及び附則第７条の３第１項」に改める。 

附則第２０条の２第２項第２号及び第５項第２号、第２０条の３第２

項第２号及び第５項第２号中「、第７条の３第１項及び第７条の３の２

第１項」を「及び第７条の３第１項」に改める。 

附 則 

（施行期日） 

第１条 この条例は、令和８年４月１日から施行する。ただし、次の各

号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 

（１）  第３６条の２第１項ただし書き、第３６条の３の２第１項第 

２号及び第３６条の３の３の改正規定並びに附則第６条の改正規定

及び附則第７条の３の２第１項の改正規定（「令和２０年度」を「令

和２５年度」に改める部分及び「令和７年」を「令和１２年」に改

める部分に限る。）並びに次条第１項及び第２項の規定 令和９年
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１月１日 

（２）  第６３条の改正規定及び附則第３条第２項の規定 令和９年 

  ４月１日 

（３）  第３４条の７第２項の改正規定並びに附則第７条の４の改正 

規定（「附則第５条の６第２項」を「附則第５条の６第３項又は第

４項」に改める部分に限る。）、附則第９条の２の改正規定及び附

則第１７条の２の改正規定（同条第１項及び第２項中「令和８年度」

を「令和１１年度」に改める部分を除く。）並びに次条第４項の規

定 令和１０年１月１日 

（４）  附則第７条の４の改正規定（前号に掲げる改正規定を除く。） 

  及び第１９条の３の次に１条を加える改正規定並びに次条第３項及

び第５項の規定 金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部

を改正する法律（令和８年法律第〇〇号）の施行の日の属する年の

翌々年の１月１日 

 （市民税に関する経過措置） 

第２条 この条例による改正後の対馬市税条例（以下「新条例」という。） 

 第３６条の３の３第１項及び第２項の規定は、前条第１号に掲げる規

定の施行の日以後に支払を受けるべき公的年金等について提出する新

条例第３６条の３の３第１項に規定による申告書について適用し、同

日前に支払を受けるべき公的年金等について提出したこの条例による

改正前の対馬市税条例第３６条の３の３第１項の規定による申告書に

ついては、なお従前の例による。 

２ 前条第１号に掲げる規定による改正後の対馬市税条例附則第７条の 

３第１項及び第２項の規定は、市民税の所得割の納税義務者が令和８ 

年１月１日以後に所得税法等の一部を改正する法律（令和８年法律第 
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１２号。以下この項において「所得税法等改正法」という。）第７条 

の規定による改正後の租税特別措置法（昭和３２年法律第２６号）第 

４１条第１項に規定する居住用家屋（同条１６条の規定により同条第 

１項に規定する居住用家屋とみなされる同条第１６項に規定する特例 

居住用家屋を含む。）若しくは既存住宅（同条第１７項の規定により 

同条第１項に規定する既存住宅とみなされる同条第１７項に規定する 

特例既存住宅及び同条第３５条の規定により同条第１項に規定する既 

存住宅とみなされる同条第３５条に規定する要耐震改修住宅を含む。） 

若しくは増改築等をした家屋（同条第１７項の規定により同条第１項 

に規定する増改築等をした家屋とみなされる同条第１７項に規定する 

特例増改築等をした家屋を含み、当該増改築等又は当該特例増改築等 

に係る部分に限る。）又は同条第６項に規定する認定住宅等（同条第 

１８項の規定により同条第６項に規定する認定住宅等とみなされる同 

条第１８項に規定する特例認定住宅等を含む。）を同条第１項の定め 

るところによりその者の居住の用に供する場合について適用し、市民 

税の所得割の納税義務者が同日前に所得税法等改正法第７条の規定に 

よる改正前の租税特別措置法第４１条第１項に規定する居住用家屋（ 

同条第２０項の規定により同条第１項に規定する居住用家屋とみなさ 

れる同条第２０項に規定する特例居住用家屋を含む。）若しくは既存 

住宅（同条第３５項の規定により同条第１項に規定する既存住宅とみ 

なされる同条第３５項に規定する要耐震改修住宅を含む。）若しくは 

増改築等をした家屋（当該増改築等に係る部分に限る。）又は同条第 

１０項に規定する認定住宅等（同条第２１項の規定により同条第１０ 

項に規定する認定住宅等とみなされる同条第２１項に規定する特例認 

定住宅等を含む。）を同条第１項の定めるところによりその者の居住 
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の用に供した場合については、なお従前の例による。 

３ 前条第４号に掲げる規定による改正後の対馬市税条例附則第７条の

４の規定は、同号に掲げる規定の施行の日（以下この項及び第５項に

おいて「４号施行日」という。）の属する年度の翌年度以後の年度分

の個人の市民税について適用し、４号施行日の属する年度分までの個

人の市民税については、なお従前の例による。 

４ 新条例附則第１７条の２第４項の規定は、市民税の所得割の納税義

務者が前条第３号に掲げる規定の施行の日以後に行う新条例附則第１

７条の２第１項の土地等の譲渡について適用する。 

５ 新条例附則第１９条の４の規定は、４号施行日の属する年度の翌年

度以後の年度分の個人の市民税について適用する。 

 （固定資産税に関する経過措置） 

第３条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中固定資産税に関 

する部分は、令和８年度以後の年度分の固定資産税について適用し、 

令和７年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。 

２ 新条例第６３条の規定は、令和９年度以後の年度分の固定資産税に

ついて適用し、令和８年度分までの固定資産税については、なお従前

の例による。 

３ 令和６年４月１日から令和８年３月３１日までの間に新たに取得さ

れた地方税法等一部を改正する法律（令和８年法律第２号）第１条の

規定による改正前の地方税法（昭和２５年法律第２２６号。次項にお

いて「旧法」という。）附則第１５条第２５項に規定する特定再生可

能エネルギー発電設備に対して課する固定資産税については、なお従

前の例による。 

４ 平成３０年４月１日から令和８年３月３１日までの間に旧法附則第
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１５条の１１第１項に規定する利便性等向上改修工事が行われた同項

に規定する改修実演芸術公演施設に対して課する固定資産税について

は、なお従前の例による。 

 （軽自動車税に関する経過措置） 

第４条 新条例の規定中軽自動車税に関する部分は、令和８年度以後の

年度分の軽自動車税について適用する 

２ この条例の施行の日前の３輪以上の軽自動車税の取得に対して課す

る軽自動車税の環境性能割については、なお従前の例による。 

３ 令和７年度以前の年度分の軽自動車税の種別割については、なお従

前の例による。 

 

 

-32-



承認第９号 

 

   専決処分の承認を求めることについて 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定によ 

り、別紙のとおり専決処分をしたので、同条第３項の規定によりこれを 

報告し、承認を求める。 

 

  令和８年５月１１日提出 

 

                   対馬市長 比田勝 尚喜 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

処分事項 

 対馬市国民健康保険税条例の一部を改正する条例 
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専決第１３号 

 

専 決 処 分 書 

 

 対馬市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について、緊

急を要するものと認め、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７

９条第１項の規定により次のとおり専決処分とする。 

 

  令和８年３月３１日 

 

 

                   対馬市長 比田勝 尚喜 

 

対馬市国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

 

対馬市国民健康保険税条例（平成１６年対馬市条例第７１号）の一部

を次のように改正する。 

第２条第１項第１号中「及び」を「、」に改め、「「介護納付金」と

いう。）」の次に「及び子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５

号）の規定による子ども・子育て支援納付金（以下この条において「子

ども・子育て支援納付金」という。）」を加え、同項に次の１号を加え

る。 

(４) 子ども・子育て支援納付金課税額（国民健康保険税のうち、国

民健康保険事業費納付金の納付に要する費用（長崎県の国民健康保

険に関する特別会計において負担する子ども・子育て支援納付金の

納付に要する費用に充てる部分に限る。）に充てるための国民健康

保険税の課税額をいう。以下同じ。） 
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第２条第２項ただし書中「６６万円」を「６７万円」に改め、同条第

３項中「属する」の次に「国民健康保険の」を加え、同条に次の１項を

加える。 

５ 第１項第４号の子ども・子育て支援納付金課税額は、世帯主（前条

第２項の世帯主を除く。）及びその世帯に属する国民健康保険の被保

険者につき算定した所得割額並びに被保険者均等割額及び世帯別平等

割額の合算額に、当該世帯に属する１８歳以上被保険者（地方税法（昭

和２５年法律第２２６号。以下「法」という。）第７０３条の４第３

０項に規定する１８歳以上被保険者をいう。以下同じ。）につき算定

した１８歳以上被保険者均等割額を加算した額とする。ただし、加算

後の額が３万円を超える場合においては、子ども・子育て支援納付金

課税額は、３万円とする。 

第３条第１項中「地方税法（昭和２５年法律第２２６号。以下「法」

という。）」を「法」に改める。 

第５条の２第１号中「第７条の３」の次に「、第９条の６」を加える。 

第９条の２の次に次の４条を加える。 

（国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の

所得割額） 

第９条の３ 第２条第５項の所得割額は、基礎控除後の総所得金額等に

１００分の０．３を乗じて算定する。 

（国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の

被保険者均等割額） 

第９条の４ 第２条第５項の被保険者均等割額は、被保険者１人につい

て９００円とする。 

（１８歳以上被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の１８
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歳以上被保険者均等割額） 

第９条の５ 第２条第５項の１８歳以上被保険者均等割額は、１８歳以

上被保険者１人につき１００円とする。 

（国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の

世帯別平等割額） 

第９条の６ 第２条第５項の世帯別平等割額は、次の各号に掲げる世帯

の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 

(１) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 １，５００円 

(２) 特定世帯 ７５０円 

(３) 特定継続世帯 １，１２５円 

第２３条第１項中「６６万円」を「６７万円」に、「）並びに」を「）、」

に改め、「１７万円）」の次に「並びに同条第５項本文の子ども・子育

て支援納付金課税額からキからケまでに掲げる額を減額して得た額（当

該減額して得た額が３万円を超える場合には、３万円）」を加え、同項

第１号に次のように加える。 

キ 国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税

額の被保険者均等割額 被保険者（第１条第２項に規定する世帯

主を除く。）１人について ６３０円 

ク １８歳以上被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の

１８歳以上被保険者均等割額 １８歳以上被保険者（第１条第２

項に規定する世帯主を除く。）１人について ７０円 

ケ 国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税

額の世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに

定める額 

 (ア) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 １，０５０円 
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 (イ) 特定世帯 ５２５円 

 (ウ) 特定継続世帯 ７８７円 

第２３条第１項第２号中「３０万５，０００円」を「３１万円」に改

め、同号に次のように加える。 

キ 国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税

額の被保険者均等割額 被保険者（第１条第２項に規定する世帯

主を除く。）１人について ４５０円 

ク １８歳以上被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の

１８歳以上被保険者均等割額 １８歳以上被保険者（第１条第２

項に規定する世帯主を除く。）１人について ５０円 

ケ 国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税

額の世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに

定める額 

 (ア) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 ７５０円 

 (イ) 特定世帯 ３７５円 

 (ウ) 特定継続世帯 ５６２円 

第２３条第１項第３号中「５６万円」を「５７万円」に改め、同号に

次のように加える。 

キ 国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税

額の被保険者均等割額 被保険者（第１条第２項に規定する世帯

主を除く。）１人について １８０円 

ク １８歳以上被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の

１８歳以上被保険者均等割額 １８歳以上被保険者（第１条第２

項に規定する世帯主を除く。）１人について ２０円 

ケ 国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税
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額の世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに

定める額 

 (ア) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 ３００円 

 (イ) 特定世帯 １５０円 

 (ウ) 特定継続世帯 １１２円 

第２３条第２項に次の１号を加える。 

(３) 国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税

額の被保険者均等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ未

就学児１人について次に定める額 

ア 前項第１号キに規定する金額を減額した世帯 １３５円 

イ 前項第２号キに規定する金額を減額した世帯 ２２５円 

ウ 前項第３号キに規定する金額を減額した世帯 ３６０円 

エ アからウまでに掲げる世帯以外の世帯 ４５０円 

第２３条第３項各号列記以外の部分中「所得割額及び」を「所得割額

並びに」に改め、「被保険者均等割額」の次に「及び１８歳以上被保険

者均等割額」を加え、同項第１号中「第２４条の３０の５」を「第２４

条の３０の６」に改め、同項に次の３号を加える。 

(７) 国民健康保険の出産被保険者に係る子ども・子育て支援納付金

課税額の所得割額 当該出産被保険者につき第９条の３の規定によ

り算定した所得割額の１２分の１の額に、当該出産被保険者の産前

産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額 

(８) 国民健康保険の出産被保険者に係る子ども・子育て支援納付金

課税額の被保険者均等割額 当該出産被保険者につき第９条の４の

規定により算定した被保険者均等割額（第１項に規定する金額を減

額するものとした場合にあっては、その減額後の被保険者均等割額）
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の１２分の１の額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該

年度に属する月数を乗じて得た額 

(９) 国民健康保険の出産被保険者に係る子ども・子育て支援納付金

課税額の１８歳以上被保険者均等割額 当該出産被保険者につき第

９条の５の規定により算定した１８歳以上被保険者均等割額（第１

項に規定する金額を減額するものとした場合にあっては、その減額

後の１８歳以上被保険者均等割額）の１２分の１の額に、当該出産

被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た

額 

第２３条に次の１項を加える。 

４ 国民健康保険税の納税義務者の属する世帯内に１８歳に達する日以

後の最初の３月３１日以前である被保険者（以下「１８歳未満被保険

者」という。）がある場合における当該納税義務者に対して課する子

ども・子育て支援納付金課税額の被保険者均等割額（当該納税義務者

の世帯に属する１８歳未満被保険者につき算定した被保険者均等割額

（第１項、第２項又は前項に規定する金額を減額するものとした場合

にあっては、その減額後の被保険者均等割額）に限る。）は、当該被

保険者均等割額から、当該被保険者均等割額に相当する額を減額して

得た額とする。 

附則第３項、第４項及び第６項から第１３項までの規定中「第８条」

の次に「、第９条の３」を加える。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

 （適用区分） 
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２ この条例による改正後の対馬市国民健康保険税条例の規定は、令和

８年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和７年度分

までの国民健康保険税については、なお従前の例による。 
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議案第４６号 

 

   工事請負契約の締結について  

 

次のとおり工事請負契約を締結したいので、議会の議決に付すべき契

約及び財産の取得又は処分に関する条例（平成１６年対馬市条例第５２

号）第２条の規定により、議会の議決を求める。 

 

  令和８年５月１１日提出  

 

                                   対馬市長 比田勝 尚喜   

 

記  

 

 契 約 の 目 的 市 道 尾 浦 浅 藻 線 道 路 改 良 工 事 （ 防 災 施 設 ）  

 契 約 の 方 法 一般競争入札 

 契 約 の 金 額 ２２１，３２０，０００円 

契約の相手方 住所 長崎県諫早市貝津町１４２６番地２ 

    氏名 三恵・八興特定建設工事共同企業体 

       代表構成員 田村 瑞男 
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※

三恵・八興特定建設工事共同企業体

代表構成員　　田村　瑞男

○ トンネル防災施設工事　L=1,418m

機器類設置工　1式
配線工　1式
配管工　1式

施 工 業 者

円 　也契約予定額

議会提出参考資料
※※※※※※※※※※※※※※

※

※※※※※※※※※※※※※※

長崎県諫早市貝津町１４２６番地２

一 金

議 案 第 ４ ６ 号

工 事 名

工 事 場 所

　

工

市道尾浦浅藻線道路改良工事（防災施設）

地内長崎県対馬市厳原町 尾浦・安神

２ ２ １ ， ３ ２ ０ ， ０ ０ ０

工事請負契約の締結について

要

概

事

平面図等については、別添図面のとおり

-
4
2
-



トンネル防災施設工事

L= 1,418m

位置図

対　　馬　　市

令和７年度

工事名

位置

図種
年月日

部長

課長

係長

設計者

令和  年月日

対馬市厳原町尾浦～安神

S=1:25000縮尺

図
面
番
号

位　置　図　S=1:25000

第　 1　 号

33 枚の内

市道尾浦浅藻線道路改良工事（防災施設）

安神トンネル

ト
ン

ネ
ル

区
間

 
L
=
1
,
4
1
8
ｍ

-
4
3
-



Ｎ Ｔ Ｔ

押釦

警報表示板
確認停止

光
回
線

非
常
電
話
回
線

対馬南警察署

受信制御機(自動通報装置内蔵)

（110）

事 故

発 生

非常電話

110

119

押釦スイッチ

起
点
側

ト
ン
ネ
ル
内

事
故
発
生

警報表示板

副制御装置(TSC)

長崎県 対馬市役所(管理課)

終
点
側

（119）

対馬市消防本部

非
常
電
話
回
線

一
般
電
話
回
線(

連
絡)

制御装置(TMC)

(押釦)

(押釦)

非常電話 モニター盤

非常電話 モニター盤

TM
C・

TS
C連

動

音声メッセージ送信
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